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◎加齢や病気により､本人の判断で資産を管理･処分するのが牡:
しくなったとき､どうすればよいでしょう｡

問題を解決する一つの手段として､後見開始の申立てがかJます｡ :

申立ての手続を弁津士に委任した場合､弁才士がどのように活動し､ :
手続がどのように進行するのかを､横浜家庭裁判所に申し立てた:
場合を例にまとめてみました｡

零判書槽本が届いてから
2週間LIJ内に不屈の申立て

がなければ審判が窟定しますo

(10月15日)

親族間で財産の管理方針
に食い違いがあるような場合､

後見人に弁護士.司慧f士.

社会福祉士など中立的立場
の莞三者が選任されることも

ありますo

家庭裁判所から東京法務

局に登記の嘱託をします｡

戸貫引こ記載されることは

ありません｡

今後は､成年後見人として､お父

様の意思を書生しながら､財産の管

理と.生活や席兼･介護に･PL要な

手配を行ってください｡

まず､財産日銀と後見事稚計画T

を作成して家庭裁判所に提出してくだ

さい｡その後も家庭裁判所から求めら

れたときに財産管理などの事務の状

況を軒告してくださいo　また､居住用

の不動産の処分については､家庭

裁判所の許可が必要となります｡

後見人の恥棟についてご不明な点
があればご相談くださいo

rr&1IミIl72比人の帆1･B

について｣という.lFR1lt

が送られてきまLた｡

弁排士　　依頼書

申立書や診断書より判断能

力がないことが明らかなとき
には維定が行われない場合も

ありますが.原則として鑑定

が必要です｡鑑定を俵挿して

から鑑定書提出までは大体1
-2ケ月確度です｡

当事預所における成年後

見申立ての弁3士■用は.
21万円です.また.医師に

よる鑑定が必要となる場合.

その事用として5万円から多

くて20万円程度を別途ご用

意いただくことになります｡

印紙の甥人や必要書類の収

集等のための実*は別運お

預かりしますl当事務所の報

酬洩確についてはHPをこ参

照ください) a

ユニ;= _?_

l:lJ秋川上人l-IJitボOO H.

くi:.-ELH三IJ就JO111日JJ Iや粘†.七

切T'. (役妃り†立ての機tT

lT.汁コボ(X川JLJllを1日.lSl:し.

必L2HF桝をr･怒PT!.します.

本人の住所地.居所地を

菅噂する家庭裁判所に申し
立てます｡申立てができる人

紘.本人.配偶者.四親等

内の甥族等です.

家純で.訪L fTった歳月さ､

校姐のIIIIJ-_てをすることと.

私が校見入帳hrJ存となるこ

とにふな柁成してくれました｡

IFl t.(.lCのT.･経を.13噺いした

いとliT.います､

分がはした｡では､委

任奥約書を作成しましょう｡

1ケ月くらいで必要書頬

を収集､整理して､打合

せをして申立書を作り.申

し立てましょう｡

診断Tの書式は家庭裁判所
に用意されています｡親族の

同意Tが提出できると.比較

的スムーズに手続が進みます｡

その他に必要となる書類とし

て.申立人の戸籍経本.本人

の戸籍鹿本.戸籍的票･登記

事項証明書.成年後見人等候

補竜の戸紹b2本･住民票･身

分証明書･萱だ事項証明書等
があり.資産や収入がある場

合はその資料(不動産登記簿

謄本など)も必要となります｡

成年後見制度とは.精神上の

障害により判断能力がない方や不

十分な方L本人)に代わって.法

的に権願を与えられた後見人等が､

財産管理や身上監領を行い､本

人を保諸･支援する制度です.

成年後見制度には.法定後見
制度と任意後見制度があります｡

法定後見制度には.本人の判断

能力に応じて.後見､保佐.補助

の3つの類型があります｡判断能

力を常に欠く状態のときは.後見

の対象となり.財産に関するすべ

ての行為について成年後見人が代

理することになりますD

*判断能力が不十分な場合は.

その確度に応じて.蝶任や補助

の対象となり.保佐人.補助人が

選任されます｡ IQ&A参照)

お父様の状態について

の医師の診断書が必要に

なりますので､病院で診て

もらってください｡

また､あなたが後見人に

なることについてご家族が

父成しているということです

ので､同意書を書いてもら

ってください.

借主さんに対し建物明渡し
を求める訴松をす引二は､お

父様に一定の判断能力(防

訟能力)が必要です｡今の状

態ですと､訴えを起こしても.

訴松能力がないという理由で

訴えを却下されてしまうおそれ

があります｡確実に解決する

には.家庭裁判所に後見開

始の書判をしてもらったうえで､

後見人が代理して訴松を提
起したほうがよいでしょう｡

後見の申立てをするか､そ

の場合雄が後見人候補者に
なるか､ご家族内でよく話し合

ってきてください｡
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私の'j:ばRO LJAですが‥,lJ.

知1l-Iiが進んで､ Ll上近ではあま

り怒賊のr'31.もJJj･からか.ような

状態です= 'j:字,兼のIfll†ア

パートがあるのですが. 'j:の

lミfJが怒くなってからは机が
･粥.LPIILていますこ　ところが.

LjH三き′'.,がもう'r･･ ,'J=- J-IJもlrH'E

I+1･"FF･qlしていて, II.lJ空.),lli,Jミし

ても七払ってJtJらえでl刈ってい

ますこ　批判をしてi臼-1:･を,･Jiめ

たいt.riJ.うのですが､とうした

らいいでしょうか_

)　　　　　　1

: ④仏力川-桝剛が-}になったときにf総て.あらかじ
J　　めIT. lE･':紘比如婚紙′Lで什IY3･':綬妃人を選/Lでおきます｡その7.llJIJ

l　　桝縫ノ)が不[一分となった均fT､家唯耗刊所がIT.TI:紘比IB.'iEt人を

:捌けると､ jJl約のJEuJJが糾.し､托･3･胤i^が絃札-･Jtl･iを問
l　　胎します〔契約のr勺柑よ本人の希望に応じて殺;iiできますこ?,･3約

l

; ◎-後見制度t･"

.lFは､王:Jl-..ilI1..1王一により作ります_JT･ ･17校見入には親旅や:i J､のほか､

ir･.jt'E｣:4!字のrl.I I.Jほや､社会托1,7d協流会ケ･isのij:-人もなることができ

ます｡

;9保佐人や補助人はどのようなことができるのですかっ

(亭) I.･･ (/r:人は､ 1り､の'11-う･',iiのITは･な行yjについて同..3J.Ll=り､

l lrlり消したりします(.また､家健脚IJ所で認められれば､ q･,･･Jiiの.･rJ:.

印行1-1について代刑けることができます., hIJ助人は､ 1り､の望む

qJJ'',辻のLJ二律行糾二ついて､代FJ'..同73･..またはIrl汀化ができます〔

;◎酪 高齢者が悪徳な業者に萌されて財産を書われたという

報道がよくされますが､このような被害の予防に後見制度が役
に立ちますか?

華
悲鮭な'^'f帝が､判rUi推力にi更えの姐えIE';めた.I::.-I恥辞の老紘Irf

やfr:-魚Iir･糾って､ &.llr':lJJ'なーr.三拝やrt"i他のない魚軌.～-.-"I.の眺人を

:軌誘するが件が仲はていますD披･!;'をT･U,.するたれ･よ..I:･･,･Ebは

l　　を孤､J,'させか､ことや.軌誠を･i･け1=際に弁.rE｣:や消･LIHJ.i.T.･センタ

一にf11.15:することのほか､ J&'1=･役兄制Iigの利川を検剥することもITf

要ですoたとえば､附即日暁の割りをせけていれば.本人が何泊三

人の知らか､ところで. ･TL.iHなlH l宅にJ..'Jする権利をソこう焚約をiJ,ば

されてしまっても, 2J''k'･)を耽りin'1ことができますL_

サ


